
福島中学校 生活規定の概要

八女市立福島中学校

福島中学校では、生徒の皆さんが、自らの考えをもち共に学び合うことで、心豊かに

たくましく未来を切り拓く大人に成長してほしいと考えています。

中学生として、充実した学習を行い、その目的に一歩でも近づくために、以下の項目

を示します。

１ 服 装

・ 制服で登校します。

（２・３年生は標準服、１年生は市内統一制服となります。）

（性別による制服の指定はありません。）

・ 自分の判断で、時期や場所、場面に適した服装を着用します。

（令和５年度より制服移行期間はありません。）

・ 制服は、相手に対する敬意がきちんと伝わるよう、正しく着用します。

・ 防寒着等については学校で許可された種類と期間の範囲で着用します。

２ 通学バッグ

・ 学用品が入るものを自分で用意します。

（令和５年度より指定バッグはなくしています。）

３ 頭 髪

・ 中学校生活を送る上で、学習の妨げとなることのない、安全面・衛生面等を考え

た髪型にします。

４ 外 出

・ 深夜徘徊や保護者不在の外泊はしません。

・ 遊戯施設等は保護者の許可の下で利用します。

（施設によっては、保護者の同伴が必要な場合があります。）


